
令和５年度実地指導結果について

旭川市福祉保険部指導監査課
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実地指導とは
　障害福祉サービス事業者等に対して，「サービス等の質の確保と向上」と「自立支援給付費
等に係る費用の請求の適正化」を図ることに関する事項ついて，周知徹底を図る。

実地指導の重点項目
事業運営の適正化と透明性の確保
利用者の尊厳保持及び利用者本位のサービス提供 
自立支援給付費並びに障害児通所給付費及び障害児相談支援給付費（以下「自立支援給
付等」という。）の適正な請求
適切な防災体制やリスクマネジメント
虐待の防止

（令和５年度旭川市指定障害福祉サービス事業者等実地指導方針）

※実地指導について，基本的には各事業所に対し，３～４年に１回のサイクルで行いた
いと考えています。しかし，新型コロナウイルス感染症によりサイクルが乱れており，
さらに事業所数の増加に伴い，計画どおりに進んでいないのが現状です。 2



監査とは

具体的には，以下に当てはまる場合などに実施します。
　〇著しい運営基準違反があり、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に
　　危害を及ぼす恐れがあると判断した場合
　〇著しく不正な請求がある場合
　〇正当な理由なく実地指導を拒否した場合　　など

※上記のことがあった場合，実地指導から監査に変更することもあります。　
※監査の結果、勧告，命令，指定の取消しなどの措置を行うことがあります。
※監査により給付費の返還処分となった場合，返還額に100分の40を乗じるこ
とがあります。

　通報等による情報から指定基準違反や不正請求が疑われる場合などに，事実
関係を把握し，適切な措置を行う。
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実地指導の流れ（事前準備）

• 原則、実地指導日の１か月程度前までに文書により通知を行
います。

• 実地指導日前の指定された日までに、事前提出調書を提出し
てください。（訪問系，児童系，相談系サービスは除く）

※ あらかじめ通知したのでは，事業所の日常におけるサービスの提供状況を確認
することができないと認められる場合，通知を行わず実地指導を行う場合もありま
す。
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実地指導の流れ（当日）

⑴ 挨拶
⑵ 各種資料の確認，指導監査課職員からの質問等
⑶ 講評
⑷ 事業所内視察（先に視察する場合があります）

※当日，用意していただきたい物
　・実地指導の通知に記載された書類（各種書類がデータ
　　化されている場合，ＰＣによる確認を行いますので，
　　ＰＣ２台程度の準備をしてください。）
　・机

所要時間は
２～５時間程度
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実地指導の流れ（当日）

※当日，対応していただく職員について
　対象事業所の管理者及び関係職員（サービス管理責任者又は児童発
達支援管理責任者，報酬請求事務担当者等）による対応をお願いしま
す。

　実地指導当日，管理者不在により，事業所のことを聞いても詳細が
わからなかったり，児童発達支援管理責任者がいないため，個別支援
計画の作成の状況がわからないといったことがありましたので，その
ようなことがないような対応をお願いします。
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実地指導の流れ（実地指導後）

　実地指導後，１～２か月程度後に指導監査課から指導結
果を文書で通知します。
　指導結果（口頭指導 or 文書指導）により，その後の手
続等が異なりますので注意してください。
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実地指導の流れ（実地指導後）

〇　口頭指導のみの場合
　速やかに指導事項を是正し，適切な運営をお
願いいたします。
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実地指導の流れ（実地指導後）

〇　文書指導があった場合
　改善状況報告書により，報告期日（通知から概ね１か月
後）までに改善状況を報告してください。

※改善状況報告書は市HPにあります。 
　指導監査課トップページ　＞　4＿障害福祉サービス事
業等の指定申請、変更届、給付体制届等に係る様式等
(3)改善状況報告等について

　
9



実地指導の流れ（実地指導後）

※「改善を要する事項」

文書により指導された事項
（全文）を記入してください。

〇改善状況報告
書の記載方法

※「改善の状況」
改善した内容を具体的
に記入してください。

※「添付書類」
改善内容がわ
かる添付書類
を記入してく
ださい。
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実地指導の流れ（実地指導後）

〇　文書指導があった場合（過誤調整）
　過誤調整がある場合は，過去に同様の事例がないか等を
自己点検のうえ，指導監査課へ改善状況報告書に過誤請求内
訳書を添付して報告後，関係先（旭川市の場合は障害福祉
課）で過誤調整の手続きをしてください。
　過誤調整が全て完了した後は，「過誤調整完了報告書」を
指導監査課に提出してください。
※過誤調整完了までに，６か月以上かかる場合は，「過誤完
了予定報告書」を提出してください。
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12

過誤請求内訳書

※市HPの改善状況報告
書があるページにデータ
があります。



「過誤調整完了報告書」の提出方法　
　 次の（１）～（４）を提出してください。
　（１）過誤調整完了報告書(任意様式)
　　　　法人名，代表者職氏名，過誤調整の発端となった実地指導の実施年月日を記載すること。
　
　（２） 過誤請求内訳書(改善状況報告書に添付したもの)
　　    ア　金額等に訂正がある場合は，当該訂正部分を赤の二重線で「見え消し」をし，朱書き　
　　　　で正しい金額等を記載すること。
　　　　　また，下欄の「返還（過誤調整）完了（予定）年月」を記載すること。

　（３）過誤調整したことがわかるもの
　　   ① 障害福祉サービス費等支払決定額内訳書(国保連から伝送されてくるもの）
　　   ② 障害福祉サービス費等過誤決定通知書(国保連から伝送されてくるもの)
　　   ※ 必ず，過誤調整対象月の，②－①の金額と過誤請求内訳書の過誤調整額が一致することを　
　　　確認してください。

　（４）利用者に対して利用料の過払い分を返還した場合，返還金に係る計算書及
　　　び受領書 13



「過誤調整完了予定報告書」の提出方法　

　 次の（１）～（２）を提出してください。
（１）過誤調整完了予定報告書(任意様式) 

　　　 法人名，代表者職氏名，過誤調整の発端となった実地指導の実施年　　
　　 月日を記載すること。

（２） 過誤調整の予定(金額，回数，期間等)がわかるもの
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• 令和５年度実地指導実施件数
　

居宅介護 １０事業所 施設入所支援 　１事業所

重度訪問介護 １１事業所 児童発達支援 ２１事業所

療養介護　 　１事業所 放課後等デイサービス ３５事業所

生活介護　 １２事業所 保育所等訪問支援　　　　　　３事業所

短期入所　　 　８事業所 地域移行支援 　１事業所

就労移行支援 　１事業所 地域定着支援 　１事業所

就労継続支援A型 　３事業所 計画相談支援 　５事業所

就労継続支援B型 ３７事業所 障害児相談支援 　１事業所

共同生活援助 １５事業所 　　　　　　　計　１６６事業所　
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（参考）旭川市内事業所指定数（令和６年２月１日現在）

障害者総合支援法

居宅介護　　　　　　　８９事業所 就労継続支援Ａ型　　　１０事業所

重度訪問介護　　　　　８２事業所 就労継続支援Ｂ型　　　７３事業所

同行援護　　　　　　　１２事業所 就労定着支援　　　　　　１事業所

行動援護　　　　　　　　２事業所 自立生活援助　　　　　　１事業所

療養介護　　　　　　　　２事業所 共同生活援助　　　　　５９事業所

生活介護　　　　　　　５１事業所 地域移行支援　　　　　　７事業所

短期入所　　　　　　　２７事業所 地域定着支援　　　　　　７事業所

施設入所支援　　　　　１１事業所 計画相談支援　　　　　２４事業所

宿泊型自立訓練　　　　　１事業所

就労移行支援　　　　　　７事業所 計　　　　　　　　　４６６事業所
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（参考）旭川市内事業所指定数（令和６年２月１日現在）

児童福祉法

児童発達支援　　　　　　５８事業所 障害児相談支援　　　　　１５事業所

放課後等デイサービス　　８２事業所

居宅訪問型児童発達支援　　１事業所

保育所等訪問支援　　　　１２事業所 計　　　　　　　　　　１６８事業所
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指導事項（共通）

◎虐待防止措置について
　・虐待防止委員会が開催されていない。
　・従業者への研修を実施していない。
　・虐待防止委員会や研修の記録がない。　
→令和４年度から虐待防止対策が義務化となっ
ています。
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指導事項（共通）

◎身体拘束の適正化について
　・身体拘束適正化委員会が開催されていない。
　・研修が実施されていない。
　・委員会や研修の記録がない。
　・指針が策定されていない。　
→令和４年度から身体拘束適正化のための取り組みが義
務化となっています。
 また，すでに令和５年度から身体拘束適正化について
必要な基準を満たしていない場合，減算となります。
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指導事項（共通）
虐待防止，身体拘束適正化のために…
①それぞれの委員会を定期的に開催し，委員会での
検討結果を従業者に周知徹底しましょう。
②全従業者に対し，虐待防止及び身体拘束適正化の
ための研修を実施しましょう。特に，新規採用時に
は必ず実施しましょう。
③虐待防止のための担当者を配置し，研修や委員会
の開催を適切に行いましょう。
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指導事項（共通）
◎個別支援計画
①計画の作成及び変更の一連の業務において，作成手順が守られていない。
②計画作成，変更時にアセスメントが実施されていない。
③個別支援計画原案が作成されていない（記録がない）。
④サービス担当者会議が開催されていない。
　※サービス担当者会議は，サービス管理責任者が作成した計画原案の内容に　
　ついて意見を求めるものであるが，計画原案に対する意見等の有無やその対
　応結果等についての記載が会議録にない。
⑤モニタリングが６月に１回しか実施されていない。
⑥サービス提供の具体的な曜日や時間が位置づけられていない。
⑦特定相談支援事業者（障害児相談支援事業者）が作成したサービス等利用計
画を踏まえて計画が作成されていない。
→基準に従って作成されていない場合，個別支援計画未作成減算の対象となる
場合がありますので，各事業所で基準等を確認しながら作成してださい。
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指導事項（共通）

◎サービス提供の記録
・利用者の確認を得ていない
・提供したサービスの具体的内容の記載がない
→利用者から確認を得なければ，サービスを提供したこと
が証明されません。
→サービス提供の記録については，いつ，どこで，誰が，
誰に，何をしたのか。その時にどういう状態だったのかを
意識して記録に残すことで，今後の支援に繋がります。計
画に基づいた内容の記録を残しましょう。
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指導事項（共通）
◎非常災害対策
・消防計画及び風水害，地震等の災害に対処するための具体的計画が
作成されていない。作成されているが，内容が不十分。
・計画が実態に即していない。
（名簿が過去のもの，備蓄品が用意されていない　など）
・避難訓練が実施されていない。実施記録がない。

→「障害者支援施設等における利用者の安全確保及び非常災害時の体
制整備の強化・徹底について」(平成28年9月9日障障発0909第1号)
等を確認し，非常災害対策に関する具体的計画について，再度点検し
てください。
 なお，計画については，定期的に従業者に周知する必要があります。
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指導事項（共通）

◎ハラスメント対策
・職場におけるハラスメントの内容，職場におけるハラスメン
トを行ってはならない方針を明確化していない
・相談窓口を設置するなど必要な体制の整備をしていない
・従業者に周知していない
→男女雇用機会均等法及び労働施策総合推進法により職場にお
けるセクハラやパワハラの防止措置が義務づけられており，運
営基準でも規定されています。
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指導事項（共通）
◎勤務体制の確保（勤務表について）
・月ごとの勤務表が作成されていない。
・勤務表は作成されているが，予定表であり，勤務実績が確認できない。
・勤務表に「日々の勤務時間」，「職種」，「常勤・非常勤の別」，「兼務関
係」等の記載がない。
・勤務表の挙証資料（出勤簿やタイムカードなど）

→人員配置基準や報酬の算定要件を満たしているかの確認は常に行う
必要があります。
 従業者の勤務実績は毎月勤務表等で整理しておくようにしてくださ
い。また，勤務表の挙証資料は残すようにしてください。
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勤務表の記載例
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指導事項（共通）

◎食材料費等の精算（利用者負担額等の受領）
・利用者から徴収している食材料費や水道光熱費，おや
つ代などの費用の精算がされていない。

→食材料費や水道光熱費など，利用者から実費相当
分のみ徴収ができることとされているものについて
は，最低でも年に1度は精算をし，余剰分が生じた場
合は利用者へ返金してください。
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指導事項（共通）

◎食材料費等の精算（利用者負担額等の受領）

【食材料費の取扱い】
〇あらかじめ徴収した食材料費の額に残額が生じた場合には，精算し
て利用者に返還すること。
〇食材料費の額やサービスの内容については，サービス利用開始時及
びその変更時において利用者に説明し，同意を得る。
〇利用者から徴収した食材料費にかかる記録については，少なくとも
５年以上保存する。

※上記項目などが基準に加えられる予定
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指導事項（共通）
◎会計の区分
・サービス種類ごとに事業会計が区分されていない。
・介護サービス部門と障害福祉サービス部門の会計が区分されて
いない。また，法定給付サービス以外の業務とも区分されていな
い。

→サービス種類ごとに事業会計を区分する必要があり，多機能型においても
サービスごとに区分してください。
（例：児童発達支援と放課後等デイサービスは区分して整理する。）
 なお，複数の事業に共通する支出は，合理的な基準をもって分ける必要があるので，
《介護保険の給付対象事業における会計の区分について(平成１３年３月２８日老振発
第１８号)》を参考とし，サービス毎の経理区分を明確にしてください。経理区分を
行った際に，どのような按分方法を用いて区分したかわかるように記録してください。
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指導事項（共通）
◎福祉・介護職員処遇改善加算等
・キャリアパス要件を確認できる書類がない
・キャリアパス要件Ⅱについて，資質向上のための目標や具体的計画
の作成，研修の実施がされていない（実施記録がない）
・キャリアパス要件など計画書の内容について，職員に周知をした記
録がない
・特定処遇改善加算について，賃金以外の具体的な取組内容について，
原則，障害福祉サービス等情報公表制度（WAMNET）で公表していな
い（見える化要件）

→事務負担軽減のため，各要件の挙証書類については一律に提出をい
ただいていませんが，指定権者からの求めがあった場合は速やかに提
出できるようにしておく必要があります。
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指導事項（サービス別／訪問系）

◎報酬算定
・実際に要した時間により報酬算定している。
・通院等介助において，運転時間を含めて報酬算定している。

→居宅介護等を行った場合は，実際に要した時間ではなく，
計画に定めた居宅介護等に要する時間に基づき報酬を算定し
ます。
→通院等介助において，ヘルパー自らの運転する車両に乗車
する場合，運転中の時間は支援を行っていないため報酬の算
定時間に含めることができない。運転時間は記録に残してお
くこと。
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指導事項（サービス別／訪問系）

◎報酬算定
・通院等介助における院内介助について，アセスメント及び居宅介護計
画等で院内介助の必要性が明確に記載されていない。

→院内介助は，基本的には病院のスタッフにより対応されるものであり，
次の対応がされていない場合は算定対象となりません。

①利用者の心身の状況から院内介助が必要な理由が，アセスメント及び
個別支援計画等において明確にされている。
②必要と考えられる院内での具体的なサービス内容が明確化されている。
③病院のスタッフ等による対応が出来ないことを確認した記録がある。
(必ずしも医師に確認する必要はない。いつ，誰に，確認した内容。包
括的に確認した記録でもよい。)
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指導事項（サービス別／児童通所系）

◎関係機関連携加算
・学校等，他機関が招集した
担当者会議へ参加したことで
加算の算定をしていた。
・会議の記録がない。
・会議録の記録に，個別支援
計画に反映させるべき内容の
記録がない。また，計画の見
直しが行われていない。

→関係機関連携加算は，あら
かじめ保護者の同意を得たう
えで保育所や学校，その他関
係機関と連携を図り，個別支
援計画に関する会議を開催す
ることで算定が可能となりま
す。加算の算定に当たっては，
報酬告示や留意事項通知等を
確認するようにしてください。
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指導事項（サービス別／児童通所系）

◎家庭連携加算
・あらかじめ個別支援計画に
位置づけられておらず，相談
支援に必要な時間が明らかに
なっていない。
・相談支援を実施した記録が
なく，どこでどれくらいの時
間どのような内容の支援を
行ったのかがわからない

→所要時間により報酬の算定
区分が異なる加算があります。
支援を行った際は，”いつから
いつまで，誰が，誰と，どこ
で，どのような支援を行った
のか”について記録を残してお
いてください。
※当該加算については個別支援計画に位置づけ
る必要があります。
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指導事項（サービス別／児童通所系）

◎事業所内相談支援加算
・相談援助を３０分以上実施し
たかを記録で確認できない。
・相談援助の記録がない。

→事業所内相談支援加算は，
相談援助が30分に満たない
場合は算定できません。相
談援助を行った場合は，相
談援助の日時及び相談内容
の要点を記録してください。
※当該加算については個別支援計画に位置づけ
る必要があります。
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指導事項（サービス別／就労系／日中活動系）

◎工賃
・工賃の決定に係る明確な規定等
がない。
・工賃規程が実態に即していない。
・利用者の技能に応じて工賃に差
別を設けている。
・当該年度の目標工賃と前年度の
平均工賃実績を利用者に通知して
いない。

→工賃などの利用申込者がサービス
を選択するために必要な重要事項に
ついては，わかりやすい説明書やパ
ンフレット等の文書を交付して丁寧
に説明することが必要です。そのた
め，工賃規程等については，実態に
即しているか必ず定期的に見直しを
行ってください。
 当該年度の目標工賃と前年度の平
均工賃実績について，忘れずに利用
者に通知（事業所に掲示等）してく
ださい。
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指導事項（サービス別／就労系／日中活動系）

◎就労会計
・工賃総額が，生産活動に係る
事業の収入から経費を控除した
額を上回ってしまっている。

・就労支援事業に関する明細書
である｢就労支援事業別事業活動
明細書｣，｢就労支援事業製造原
価明細書｣及び｢就労支援事業販
管費明細書｣等について，月ごと
に作成していない。

→生産活動に係る事業の
収入から事業に必要な経
費を控除した額を工賃と
して支払うという原則を
逸脱し，工賃原資に訓練
等給付費を充当している
ことになり，基準違反と
なります。
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指導事項（サービス別／就労系）

◎積立金
・前年度の工賃（賃金）実績額
を下回っているのに積立をして
いる。
・工賃変動積立金について，過
去３年間の最低工賃を下回った
年度に，取り崩していない。

→積立金に関しては，積立て
できる要件や限度額，取崩し
の要件等が定められています
ので，「就労支援事業会計の
運用ガイドライン」等を確認
しながら，適正な運営に努め
てください。

（ガイドラインURL）
https://www.mhlw.go.jp/cont
ent/12200000/001004096.pdf
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指導事項（サービス別／就労系）
◎施設外就労
（請負契約）
・施設外就労先から支払われる報酬が，完成さ
れた作業の内容に応じて算定されていない。
・施設外就労先から作業に要する機械，設備等
を借り入れた場合，賃貸借契約等を締結してい
ない。
　また，作業に要する材料等の供給を受ける場
合，代金の支払い等の必要な事項について，契
約に定められていない。

→施設外就労は，決められた要件を満たす場合に算定するこ
とができます。その要件については「就労移行支援事業，就
労継続支援事業（A型，B型）における留意事項について」
等を確認してください。

（その他）
・施設外就労について，個別支援
計画に位置づけられていない。
・訓練目標に対する達成度の評価
等を行っていない。
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指導事項（サービス別／就労系）
◎目標工賃達成指導員配置加算，賃金
向上達成指導員配置加算
・目標工賃達成指導員及び賃金向上達
成指導員（以下，「達成指導員」とい
う。）が，自ら工賃（賃金）向上計画
を作成していない。

・達成指導員がどのような業務を行い，
工賃（賃金）向上計画に掲げた工賃
（賃金）目標の達成に向けて積極的に
取り組んでいるのかが把握できない。
（どのようなことをしているか記録が
ない。）

→達成指導員は，自ら作成し
た｢工賃向上計画｣に掲げた工
賃目標の達成に向けて積極的
に取り組むための指導員です。
達成指導員の業務が，職業指
導員又は生活支援員の補助的
業務とならないよう注意し，
達成指導員がどのような業務
を行っているかについては，
記録に残してください。
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指導事項（サービス別／共同生活援助）

◎入院時支援特別加算，
長期入院時支援特別加算
・利用者が入院している病院
（診療所）を訪問した記録がな
い。

・あらかじめ個別支援計画に位
置づけられていない。

→病院（診療所）を訪問
し，入院期間中の被服等
の準備や利用者の相談支
援，病院（診療所）との
連絡調整を行ったことを
記録してください。

※当該加算については個別支援計画に位
置づける必要があります。
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指導事項（サービス別／共同生活援助）

◎帰宅時支援加算，長期
帰宅時支援加算
・利用者の居宅等における生活
状況等が把握できていない。

・あらかじめ個別支援計画に位
置づけられていない。

→利用者が帰省している
間，家族等との連携を十
分図ることにより，利用
者の居宅等における生活
状況等を把握し，記録し
てください。

※当該加算については個別支援計画に位置づけ
る必要があります。
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指導事項（サービス別／共同生活援助）

◎夜間支援等体制加(Ⅰ)
・個別支援計画に基づく，夜間
支援に関するサービス提供の記
録がない。

・利用者が外泊している日に報
酬を算定している。

・あらかじめ個別支援計画に位
置づけられていない。

→夜間支援については，画
一的に巡回を行えば良いと
いうものではなく，利用者
の状況に応じて必要な支援
を行うこととなるため，計
画に具体的な支援内容を位
置づけるとともに，サービ
ス提供の記録も残すように
してください。
※当該加算については個別支援計画に位置づけ
る必要があります。
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指導事項（サービス別／施設系）

◎入院・外泊時加算（Ⅱ）
・あらかじめ個別支援計画に位置
づけられていない。

→当該加算については
個別支援計画にあらか
じめ位置づける必要が
あります。

45



指導事項（共通）

◎各種加算の個別支援計画への記載

加算について「報酬告示」や「留意事項通知」を見ていると，

〇 個別支援計画等に基づき，
〇 個別支援計画等に位置付けて，
〇 個別支援計画等に規定し，
という文言がよく出てきます。
この場合，加算を算定する要件として，個別支援計画への記載
が必要です。
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指導事項（児童通所系／就労系／日中活動系）

◎定員超過
・やむを得ない事情（災害，虐
待など）がないにもかかわらず
定員超過している。

→利用定員を超過して通所支援を行
うことは指定基準を満たさないこと
になります。災害や虐待等やむを得
ない場合を除き原則として定員超過
は認められませんので，事業所にお
いては，利用定員を超過しないよう，
利用者の利用する曜日等の調整を
行ってください。
 なお，利用定員を超過した場合，
実際の利用人数に応じた人員基準を
満たす必要があります。
（例：定員を超過し利用人数が１２
人の場合，児童指導員又は保育士を
３人配置）
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指導事項（児童通所系／就労系／日中活動系）

◎欠席時対応加算
・欠席の連絡があった日時や
対応者の記録がない。
・当該児童の状況や引き続き
のサービス利用を促すなどの
相談支援を行った記録がない。
・計画にあらかじめ利用予定
日が位置づけられていないた
め，急病等による利用中止な
のかわかりにくい。

→家族等との連絡調整やそ
の他の相談援助を行い，そ
の記録をすることが加算の
算定要件となっています。
電話等により当該児童の状
況を確認し，引き続きの
サービス利用を促すなどの
相談援助を行い，その内容
を記録しておくようにして
ください。
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指導事項

◎過誤調整の発生しやすい加算
　
・福祉専門職員配置等加算
　　 →職員が入れ替わった時には必ずチェックを！

・児童指導員等加配加算
・専門的支援加算
　　→毎月，勤務表（実績）を作成し，加算要件の確認を行ってくだ
  さい。(定員超過時は基準人員に振り分けられることがあるため注
  意)
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まとめ
・人員や運営については，基準や解釈通知等を確認して
適切な運営をしてください。
・報酬の算定に当たっては，算定要件等を十分に確認し
てください。

★基準は事業の適切な実施のために必要最低限の事項と
して定められているものです。
 基準違反が明らかとなった場合，たとえ故意でなくと
も行政処分を受ける可能性もあります。
 法令等を理解し，常に運営の向上に努めてください。

50



最後に
 令和６年４月から国で策定している「指定障害福
祉サービス事業者等指導指針」が変更となり，

実地指導　→　運営指導

となります。
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サービスの基準について

・障害者総合支援法
・旭川市指定障害福祉サービスの事業等の
人員，設備及び運営の基準等に関する条例

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律に基づく障害福祉
サービス事業の設備及び運営に関する基準

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律に基づく指定障害福
祉サービスの事業等の人員，設備及び運営
に関する基準について（解釈通知）

等々…

・児童福祉法
・旭川市指定通所支援の事
業等の人員，設備及び運営
の基準等に関する条例

・児童福祉法に基づく指定
通所支援の事業等の人員，
設備及び運営に関する基準
について（解釈通知）

等々…
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報酬の算定要件

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律に基づく指定障害福
祉サービス等及び基準該当障害福祉サービ
スに要する費用の額の算定に関する基準
（報酬告示）

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律に基づく指定障害福
祉サービス等及び基準該当障害福祉サービ
スに要する費用の額の算定に関する基準等
の制定に伴う実施上の留意事項について
（留意事項通知）

等々…

・児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準
該当通所支援に要する費用の額の算定に関す
る基準（報酬告示）

・児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準
該当通所支援に要する費用の額の算定に関す
る基準等の制定に伴う実施上の留意事項につ
いて（留意事項通知）

等々…
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